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調査・報告

はじめに
近年、わが国では、さまざまな産業において労働

力不足が深刻化している。

まず、農業においては、農業従事者の減少および

高齢化が著しく進展している。令和７年の基幹的農

業従事者（15歳以上の世帯員のうち、普段仕事と

して主に自営農業に従事している者）は約104万

人と、平成12年（約240万人）から４割以上減少し、

令和７年においては年齢構成の半分以上を70歳以

上の高齢者層が占めている（図１）。こうした中でも、

１経営体当たりの経営耕地面積は拡大しており（図

２）、労働力の不足が問題となっている。

物流業界においても同様に、労働力不足が問題と

なっている。特にトラックドライバーの不足は輸送

能力の低下に直結するものであり、貨物自動車運転

手の有効求人倍率を見てみると、全職業の平均と比

べてかなり高い水準にある（図３）。令和２年から

３年にかけては、新型コロナウイルス感染症

（COVID‒19）の感染拡大が影響したと考えられる

ものの、４年ごろから漸増傾向にあり、近年は常に
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図２　１経営体当たりの経営耕地面積の推移

資料：�農林水産省「農林業センサス」・「世界農林業センサス」を
基に農畜産業振興機構作成
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高い水準で人材不足感があることが分かる。

また、道路貨物運送業の就業人数と年齢構成の推

移を見ると、就業人数はここ10年ほどでほぼ横ば

いであるものの、平成25年時点では36.4％程度で

あった50歳以上の就業人数の割合が、直近の令和

７年には52.8％程度にまで増加している（図４）。

従って、物流業界では今後担い手の減少が急速に進

行すると推測される。

このような状況下で、令和６年度から働き方改革

による時間外労働の上限規制などが適用され、トラ

ックドライバーの労働時間、拘束時間、運転時間、

休息時間などに関してさまざまな規制が加わった。

これによって、１）荷物の１日当たり運搬量の減少、

２）トラック事業者の売り上げ・利益の減少、３）

トラックドライバーの減収、４）収入減によるさら

なる担い手不足－などが懸念されている。

本稿では、こうした現状を抱えるわが国において、

北海道の農業との繁閑時期の差を利用した相互人材

派遣などにより、サトウキビ生産の現場における運

送力を含めた労働力不足に対応する鹿児島県徳之島

の有限会社南西サービス（以下「南西サービス」と

いう）の取り組みについて報告する。

１　徳之島の概要
（１）地理および農業

徳之島は鹿児島県本土から南西の方角に位置し、

鹿児島市の鹿児島新港から同島の主要港である亀徳

港まで航路距離で492キロメートルの地点にある。

面積247.85平方キロメートル、周囲89.2キロメー

トルの島内に２万1000人余りが生活しており、北

西部の天城町、東部の徳之島町および南西部の伊仙

町の３町で一島を形成している（図５）。
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図３　貨物自動車運転手の有効求人倍率の推移
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徳之島には、天然記念物として保護されているア

マミノクロウサギや、徳之島の固有種であるハツシ

マカンアオイなど、貴重な動植物が多く生息してい

る。このような国際的にも希少な固有種に代表され

る生物多様性が評価され、徳之島は、奄美大島、沖

縄島北部および西表島とともに令和３年７月、国連

教育科学文化機関（ユネスコ）の世界自然遺産に登

録された。

同島の総面積は奄美大島の３分の１程度であるも

のの、耕地面積は奄美群島の中で最大（表１）であ

り、サトウキビを中心にばれいしょ、かぼちゃなど

の野菜やマンゴー、タンカンなどの果樹、畜産（肉

用牛）との複合経営が営まれている（図６）。

（２）サトウキビ生産
徳之島におけるサトウキビの収穫面積の推移を見

ると、年によって波はあるものの、平成10年産か

ら20年産ころまでは4000ヘクタール弱程度で推

移していたが、20年程度をかけて徐々に減少し、

令和６年産では過去最低の3143ヘクタールとなっ

た。サトウキビの生産量についても、年によって波

はあるものの、次第に減少し、平成10年産では約

24万トンであったが、令和６年産では約17万トン

となり、３割程度減少していることが分かる（図７）。

表１　鹿児島県南西諸島の耕地面積（令和６年）
島名 耕地面積（ha）
屋久島 912
種子島 8,200
奄美大島 1,943
喜界島 2,240
徳之島 6,820

沖永良部島 4,420
与論島 1,090

資料：農林水産省「作物統計調査」を基に農畜産業振興機構作成
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資料：�鹿児島県農政部農産園芸課「さとうきび及び甘しゃ糖生産実績」
を基に農畜産業振興機構作成
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２　徳之島における労働力不足
の現状と課題

（１）労働力不足の概況
徳之島におけるサトウキビ栽培農家戸数は、平成

10年産の約4000戸から、令和６年産では約2500

戸と、３割以上減少している。１戸当たりの収穫面

積の推移を見ると、平成10年産では1.0ヘクタール

に満たなかったものの、令和６年産では約1.3ヘク

タールまで増加しており、各サトウキビ栽培農家の

規模拡大が進んだことが読み取れる（図８）。ただし、

１の（２）で見たように、島内の令和６年産のサト

ウキビの収穫面積および生産量は、平成10年産に

比べてそれぞれ約２割減および約３割減となってお

り、規模拡大が必ずしも戸数減少に伴う生産を補い

きっているわけではない。

一方で、各サトウキビ栽培農家の規模拡大に伴い、

年を追うごとに作業の機械化は着実に進んでいる

（図９）。平成10年産においては、鹿児島県南西諸島

全体におけるハーベスタによる収穫は全収穫面積の

コラム　徳之島の伝統文化「闘牛」
徳之島の伝統文化の一つとして、闘牛がある（コラム−写真１）。闘牛は、農作業などで使用していた

牛同士が縄張り意識から闘う様子を人が見たことから始まり、農耕を通じて人間と牛が関わり始めたころ
から自然発生したとされている。また、奄美群島における闘牛の歴史は古く、1609年に薩摩藩が琉球に
出兵し、以後奄美が薩摩藩の支配下に置かれたころから行われていたとみられている。サトウキビ生産が
厳しく統制されていたころ、サトウキビを税として完納できたときに、収穫の喜びを祝って闘牛が行われ、
島民にとって唯一の娯楽であったといわれている。
現在、闘牛が行われるのは、奄美群島では徳之島のみとなった。取組は体重ごとの階級制で、１トン以

上の牛を対象とする無差別級、900キログラム以下を「中量級」、800キログラム以下を「軽量級」、700
キログラム以下を「ミニ軽量級」として、それぞれタイトル戦があり、初場所（１月）、春場所（５月）、
秋場所（10月）の年３回「全島大会」が開催されている。
このように、徳之島における闘牛は、島民の生活や文化と深く関わりがあり、４月にもサトウキビの製

糖終了を祝う「徳之島きびまつり」が開かれ、この中でも「なくさみ大会」（闘牛大会）が開催されており、
徳之島の重要な伝統文化として受け継がれている。
また、島内では、闘牛のために飼育されている牛が飼い主と一緒に散歩している姿が日常的に見られ、

島の住民にとって、牛は非常に身近な存在として親しまれている（コラム−写真２）。

コラム−写真１　闘牛

コラム−写真２　手綱を付けて島内を散歩する牛の様子
たくさんの牛が歩くため、足跡が多く残っている。
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32.9％だったが、令和５年産では、約３倍の96.8％

となっている。徳之島においても、ハーベスタによ

る収穫の割合は収穫面積の97.9％と、100％に近い

割合となっている。

サトウキビ産業における労働力不足の要因とし

て、製糖期間（12月～翌３月ころ）でのサトウキ

ビ以外の品目も含めた作業の重複が挙げられる。

製糖期間には、サトウキビにおいては収穫、株出

し管理、春植えの圃
ほ

場
じょう

準備と植え付け作業、収穫し

たサトウキビの製糖工場への運送、製糖工場の操業

などの作業が発生する。他の品目においては、ばれ

いしょの収穫・選果場の操業、タンカンの収穫など

が行われることから、製糖期間の人材確保が困難な

状況にある。

また、徳之島のサトウキビ産業においては、サト

ウキビ生産をサポートする収穫受託組織と、収穫さ

れたサトウキビを工場まで運ぶ運送業者における労

働力不足が課題となっている。収穫作業および運搬

作業の労働力不足により、１日当たりの工場処理能

力に対して搬入量が減少し、サトウキビ生産の制約

要因となることが懸念されている。

（２）収穫受託組織
収穫作業における労働力不足については、サトウ

キビは収穫時に、ハーベスタの運転を行うオペレー

ターに加え、補助要員として１～３人が必要となる。

補助要員は、裁断式ハーベスタの収納袋の付け替え

および運搬（写真１）、刈り残されたサトウキビの

刈り取り、収納袋からこぼれ落ちたサトウキビの回

収など、収穫作業時に発生する付帯業務を実施して

いる。複数人で作業を実施することで、事故の発生

に気が付きやすくなるという安全管理的な機能も持

つが、この補助要員の確保に苦労している現状とな

っている。
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資料：�鹿児島県農政部農産園芸課「さとうきび及び甘しゃ糖生産実績」
を基に農畜産業振興機構作成
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資料：�鹿児島県農政部農産園芸課「さとうきび及び甘しゃ糖生産実績」
を基に農畜産業振興機構作成

　注：割合は収穫面積ベースで計算している。

写真１　補助要員による裁断式ハーベスタの収納袋
	 の付け替え
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（３）サトウキビ運送業者
徳之島のサトウキビ運送業者における労働力不足

については、あまみ農業協同組合（JAあまみ）徳

之島事業本部がサトウキビを一元的に集荷している

ため、島内の運送業者ごとの労働力不足の有無は把

握できていない。ただし、法制度の変更により令和

６年度から労働時間などが規制されており、１人の

ドライバーが稼働できる時間は少なくなっているた

め、これまでと同様の運送作業を行うためには、よ

り多くの人材の確保が必要となる。また、島内にサ

トウキビの運送トラックが約70台あるため、人員

の確保、運送業者間の調整ができれば１日当たりの

搬入量の増加が見込めるとの考え方もできる。

３　南西サービスの労働力不足
解消に向けた取り組みの検討

（１）南西サービスの概要
南西サービスは、平成19年に南西糖業株式会社

（以下「南西糖業」という）の子会社から農業事業

を引き継ぎ、サトウキビ栽培、ハーベスタによる収

穫受託やトラクタによる耕作受託などサトウキビの

生産出荷を中心に事業を行っている。

南西サービスをサトウキビ生産・農作業受託を行

う企業としてだけとらえると、「なぜ農作業のみな

らず、運送の人材確保にもアプローチしたのか？」

という違和感があるかもしれないが、１）農作業に

係る人材の確保に向けた人材派遣の課題の洗い出し

的意味合い、２）収穫したサトウキビは、すみやか

に製糖工場まで運送する必要があり、生産者、運送

業者との連携が欠かせないこと、３）南西サービス

は南西糖業が母体であり、南西糖業が島内のサトウ

キビの生産振興全体に関わっている−というサトウ

キビ産業の特殊な構造によるものである。

（２）相互人材派遣の取り組み
労働力不足の現状と課題に対して、南西サービス

では、北海道と徳之島における農業の繁忙期、休閑

期のずれを利用した相互人材派遣の取り組みを実験

的に行っている。

徳之島のサトウキビの繁忙期は、サトウキビを収

穫して製糖工場へ搬入する製糖期間の12月～翌３

月の４カ月間となり、この期間以外はサトウキビの

植え付け、施肥、防除、かん水などの作業があるも

のの閑散期となる。これに対して、北海道の繁忙期

は、多品目の農産物において、収穫や運搬などが行

われる５月中旬～11月であり、積雪などにより農

作業を行うことができない冬季の12月～翌３月が

閑散期となる。この徳之島と北海道の繁忙期と閑散

期のずれを利用して、北海道の繁忙期である５月～

11月ごろに徳之島から北海道へ人材派遣を行い、

徳之島の繁忙期である12月～翌３月ごろに北海道

から徳之島へ人材を派遣することで、お互いに年間

を通して仕事のある体制にすることができる。

この取り組みに際しては、北海道においててん菜

糖などの製造・加工・販売などを行っている北海道

糖業株式会社とともに、令和４年度から取り組みを

行うに当たっての南北の繁忙期の違いや北海道での

実現可能エリアなどについて、話し合いによる事前

調査を開始し、５年度に北海道におけるトラックド

ライバーの不足に対応する形で徳之島からの就労希

望者の派遣を試験的に実施した。その後、６年度に

本格的な実証を実施し、北海道と徳之島の双方が、

繁忙期にそれぞれ派遣元からの人材を受け入れた

（表２）。
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トラックドライバーの北海道への派遣の取り組み

については、最終的には収穫作業などサトウキビに

係る農作業に従事する人材の相互派遣に向け、人材

の派遣に係る課題の洗い出しを目的として試行した。

なお、これらの取り組みについては、農林水産省

の補助事業「持続的生産強化対策事業のうち茶・薬

用作物等地域特産作物体制強化促進のうち甘味資源

作物等支援事業（さとうきび産地確立実証事業）」（補

助率は定額）による支援を受けて実施したものであ

る。

４　取り組みの効果
（１）収穫受託組織

収穫作業では、相互派遣で確保した人材は現在、

ハーベスタの補助要員として作業に従事している。

継続的に派遣される人材がいれば、補助要員だけで

なく、オペレーターの作業も行ってもらうことで他

の作業などにも人員を回すことができ、人員確保の

面で有用性が高い。ただし、派遣先の担当者が、北

海道から派遣された人材にオペレーター業務につい

て感触を尋ねたところ、経験したことの無い作業を

行う上に、高額な作業機械の運転は心理的にハード

ルが高いと感じているという。

（２）サトウキビ運送業者
働き方改革の一環として、令和６年度からはトラ

ックドライバーの時間外労働に上限規制が適用さ

れ、稼働できる時間が減少していることから、島外

からでもトラックドライバーを確保したいとする運

送会社は少なくない。このため、相互の繁閑時期の

差を利用して人員を融通し合う取り組みは、人員確

保の面で有用性が高い。

５　取り組みを通して見えてき
た課題

繁閑時期のずれを利用して、相互に人材を融通し

合う仕組み自体の有効性は間違いないという感触が

ある一方で、受け入れ人材の労働環境の整備、特に

住環境の提供の負担が大きいことが判明した。何と

か労働環境を整備できても、対象となる人材が不自

由なく生活できる環境、欲しい人員数に応じた施設

の規模や部屋数を確保することが困難となってい

る。

（１）宿泊施設
宿泊施設については、町の施設である「天城町農

業センター」を活用している（写真２）。普段から

町役場主催の新規就農者などの研修のための宿泊に

利用されており、今回の取り組みの人材の受け入れ

期間中は、他の研修などで使っていない部屋を活用

させてもらっている。ただし、部屋数は６～７部屋

程度のため、他の研修などと期間が重複すれば利用

できる部屋数がさらに限定されてしまう。

表２　相互人材派遣の概要
年度 期間 派遣元 派遣先 人数

試験 ５ ８月～11月 徳之島 北海道 運送会社に２人

実証 ６ ８月～11月 徳之島 北海道 南西サービスから３人、南西サービス以外から４人

実証 ６ 12月～翌３月 北海道 徳之島 南西サービスに３人、運送会社に１人

資料：調査資料および南西サービスへの聞き取りを基に農畜産業振興機構作成
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（２）日常生活における移動手段
バスなどの公共交通機関の便数が少ない島内で、

買い物や移動などに不自由することなく生活するた

めには、自動車が必要になる。受け入れ人材のため

に自動車を用意するとなると、購入または賃貸借な

どにより確保しなければならず、すでに自家用車を

所有している島内の人材を雇うよりコストがかかる

ことになる。

（３）長期的な人材の確保
将来的には、受け入れた人材にハーベスタのオペ

レーターとしての業務を任せたいと考えているが、

作業機械の操作などの技術の習得には時間を要する

ため、毎年同じ人に来てもらう必要がある。そうし

た人材に「また来たい」と思ってもらうには、快適

に生活できる環境を整備する必要があり、設備の改

良や整備に要するコストなどの負担が課題となって

いる。他の業種や他県などでより良い環境が整備さ

れれば、そちらに人材が流れてしまう可能性もある

ため、これらは喫緊の課題でもある。

（４）雇用条件面での調整
雇用条件面でのすり合わせも負担が大きい。人を

融通し合うという大目標は分かりやすいが、その際

の契約や雇用保険上の取り扱いなどにはさまざまな

パターンがある。いわゆる長期出張のような扱いに

するのか、出向や転籍のような形にするのかなどの

検討に時間を要し、さらに別組織からの人材派遣で

あるため、条件面として時給や手当についても詰め

る必要があり、調整に多くの時間を要した。

６　さらなる機械化一貫体系の
推進や、新技術の積極的な
導入

南西サービスでは、同取り組みによる労働力確保

に向けたアプローチのほか、GNSS（全球測位衛星

システム）トラクタの活用によりオペレーターの負

担を軽減し通常より早期に独り立ちさせる工夫や、

圃場管理システム（株式会社クボタ「KSAS」）を

活用した圃場情報の管理・一元化による受委託作業

管理業務の負担軽減を実施するなど、労働省力化の

面からもさまざまなアプローチを試みている。

KSASについては、受委託の申し込みや割り振り

を行う事務側の負担だけでなく、オペレーターなど

実際に作業する側の負担も軽減できる。今日収穫す

るのは誰のどこの圃場、という圃場情報なども、文

字情報や口頭だけでは特定がなかなか難しいことも

ある。そのようなときにKSASを活用すれば、簡単

に作業対象の圃場を特定できる。また作業の報告も、

紙で報告書を書き、事務所に届けるという手順が、

スマートフォンを使ってワンタッチで済ませること

が可能になるため、現場の省力化にもつながる（写

真３）。

写真２　人材の受け入れ期間中の宿泊施設
	 （天城町農業センター）
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GNSSトラクタについては、自動操舵を使用する

以前までは、ハンドル操作に加えて、アタッチメン

トの操作などの付帯作業を並行して行う必要があっ

たため、運転に高度な技術を要した。自動操舵を使

用することによって、運転以外の付帯作業に集中で

きるため、作業の習熟速度が飛躍的に早くなるとい

う（写真４）。

南西サービスでは、これに加えてさらなる業務効

率化に活用できる最新技術が登場しないか、動向を

注視しているとのことである。

おわりに
本稿では、農業、物流業などさまざまな産業を取

り巻く厳しい労働力不足の状況に焦点を当て、その

ような状況の中で、徳之島のサトウキビ生産の現場

における労働力不足を解消するために南西サービス

が実施する相互人材派遣の取り組みを紹介した。

南西サービスは、徳之島と北海道それぞれの農業

における繁閑時期の差に着目し、一方が農繁期であ

る時に、農閑期であるもう一方から労働力を派遣す

ることで、お互いの農繁期における労働力不足を解

消する相互人材派遣の取り組みを考案した。２年に

及ぶ実証を通して、この取り組みが実際にサトウキ

ビ生産の現場における労働力不足の解消につながる

ということを確認するとともに、この取り組みを継

続・拡充する上で障壁となる、受け入れ人材の生活

環境の整備に係る負担などの具体的な課題を洗い出

した。今後については、この取り組みを継続してい

く方向ではあるが、北海道における多品目にわたる

農場作業と、従事期間が長期に及ぶことから、徳之

島から北海道への従事希望者がなかなか見つからな

い状況である。北海道からの希望者については、積

極的に受け入れていく方向性である。

相互人材派遣の取り組みは、サトウキビ以外のさ

まざまな農産品の産地間においても応用が可能であ

ることに加え、農産品の生産に係る作業における労

働力不足だけでなく、農産品の物流など農業の関連

産業における労働力不足の解消にも応用が可能であ

ると推測される。

当機構が今後も引き続き労働力不足の解消に向け

た取り組み事例を本誌で紹介することで、さまざま

な地域、さまざまな農業、さまざまな産業において

労働力不足の解消を志向する関係者の参考となれば

幸いである。

最後になりますが、本稿の執筆に当たり、ご多用

にもかかわらず取材にご協力いただきました南西糖

業株式会社取締役の廣敬造さま、有限会社南西サー

ビス取締役の穐
あき

田
た

淳
すなお

さまほか関係者の皆さまに、こ

の場を借りて改めて御礼申し上げます。

写真３　KSASの圃場マップ画面

写真４　GNSSトラクタ
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